
第

七

十

六

号

令

和

二

年

一

月

三

十

一

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

四
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

四
七

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

四
八

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
八

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(
同

)

四
九

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
所
在
地
の
変
更
届
出

(
同

)

四
九

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(

同

)

四
九

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
〇

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)
五
〇

監
査
委
員
告
示

○
定
期
監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
の
公
表

(

監

査

委

員)

五
一

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
令
和
二
年
度
魚
種
別
増
殖
方
法

及
び
指
示
数
量

(

里
川
振
興
課)

五
九

公

示

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

(

都
市
整
備
課)

六
二

規

則

岐
阜
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
号

岐
阜
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を｢(

経
由)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

第
五
条｣

を｢

第
五
条
第
一
項
、
第

十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項｣

に
、｢

法
第
十
一
条
の
二｣

を｢

第
十
一
条
の
三｣

に
、｢

よ

り
提
出
す
る
届
出
書｣

を｢

よ
る
届
出｣

に
、｢

知
事(

県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
、
県
事

務
所
長)

へ
提
出
す
る｣

を｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日



な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

東
白
川
村
国
保
診
療
所

加
茂
郡
東
白
川
村
五
加
三
二
一
〇

令
和
元
・
一
一
・

五

ぎ
ふ
デ
ン
タ
ル
フ
ォ
レ
ス

ト

ア
ラ
イ
ブ

羽
島
郡
笠
松
町
長
池
字
宮
代
三
五
二
―

一

令
和
元
・
一
二
・

一

げ
ん

デ
ン
タ
ル

オ
フ
ィ

ス

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
紙
木
原
道
西
一
三

三
三

同

し
ろ
く
ま
デ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

関
市
緑
町
二
丁
目
二
―
一
四

同

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

蘇
原
薬

局

各
務
原
市
蘇
原
東
栄
町
二
―
九
二
―
一

同

エ
ー
ル
調
剤
薬
局

土
岐

店

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町
二
丁
目
二
一

番
地
二

同

ラ
イ
ン
調
剤
薬
局

倉
知

店

関
市
倉
知
八
三
〇
番
地

同

岐
阜
県
告
示
第
二
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

株
式
会
社

岐
阜
市
水
海
道
五
丁

目
一
番
一
二
号

サ
フ
ィ
ー
ル
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

各
務
原
市
蘇
原
新
栄

町
一
丁
目
二
五
番
地

四

令
和
元･��･�

岐
阜
県
告
示
第
二
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

そ

ね

医

院

美
濃
市
蕨
生
一
四
三
―
五

令
和
元
・
一
〇
・
二
七

東
白
川
村
国
保
診
療
所

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
六
九
二
―
二

令
和
元
・
一
一
・

四

ラ
イ
ン
調
剤
薬
局

倉
知

店

関
市
倉
知
八
三
〇

令
和
元
・
一
一
・
三
〇
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岐
阜
県
告
示
第
二
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

正
翔
会
ク
リ
ニ
ッ
ク

可
児

旧

な
が
お
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク
可
児

可
児
市
長
坂
八
丁
目
一
九
八
番
地

令
和
元
・
一
一
・

一

新

正
翔
会
ク
リ
ニ
ッ
ク

多
治
見

旧

な
が
お
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク
多
治
見

多
治
見
市
笠
原
町
向
島
二
四
五
五
番
七

一
四

同

岐
阜
県
告
示
第
三
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

医
療
法
人

録
三

会

美
濃
加
茂
市
太
田
町

二
八
二
五

つ
る
か
め
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

新

美
濃
加
茂
市
太

田
町
二
八
五
五

―
一

旧

美
濃
加
茂
市
太

田
町
二
八
二
五

令
和
元･��･��

岐
阜
県
告
示
第
三
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

有

限

会

社

ラ

ブ

大
垣
市
高
屋
町
一
丁
目
五

十
番
地

居
宅
療
養

管
理
指
導

ラ
ブ
ダ
イ
イ
チ
東
薬
局

大
垣
市
東
町
二
丁
目
一
―

一

令
和
元
・

九
・

一



一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
六

号 路
線
名

郡
上
市
高
鷲
町
西
洞
字
大
ク

ゴ
三
五
六
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

三
五
六
〇
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
六

号 路
線
名

郡
上
市
高
鷲
町
西
洞
字
ゴ
ロ

四
五
四
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
下
野

叺
三
五
五
二
番
三
九
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
三
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

第 76 号 岐 阜 県 公 報 令和２年１月31日 ( )50

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

�
桑

克

仁

高
山
市
国
府
町
瓜
巣
一
九

六
八
番
地
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

合
同
会
社

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト�
桑

高
山
市
国
府
町
瓜
巣
一
九

六
八
番
地
一

令
和
元
・
一
〇
・

一

医
療
法
人
社
団
明
星
会

加
茂
郡
富
加
町
夕
田
三
八

〇

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
老
人
保
健
施
設
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
21

加
茂
郡
富
加
町
夕
田
三
八

〇

同

同

同

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

同

同

同



八
重
洞

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

及
び
標
柱
一
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
、
標
柱
五
号

か
ら
二
十
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
五
号
と
二
十
八
号
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
並
び
に
標
柱
二
十
九
号
か
ら
四
十
号
ま
で
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
二
十
九
号
と
四
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土

地
の
区
域(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

恵
那
市
山
岡
町
下
手
向

字
落
合

五
四
〇
番

一
号

五
三
八
番
一

二
号
及
び
三
号

五
四
二
番
一

四
号
及
び
五
号

五
四
三
番

六
号

五
二
四
番

七
号
か
ら
九
号
ま
で

五
五
二
番

十
号

五
一
九
番
三

十
一
号

五
一
八
番
二

十
二
号

五
二
〇
番

十
三
号

字
八
重
洞

四
八
三
番

十
四
号

四
八
二
番
一

十
五
号
及
び
十
六
号

四
六
九
番

十
七
号

四
七
九
番

十
八
号

四
七
八
番

十
九
号

四
八
九
番
一

二
十
号

四
八
七
番
二

二
十
一
号

字
落
合

五
一
七
番

二
十
二
号

五
〇
七
番
七

二
十
三
号

五
〇
七
番
一

二
十
四
号

字
石
戸

七
三
一
番
一

二
十
五
号

字
落
合

五
四
八
番

二
十
六
号

字
石
戸

七
五
八
番
二

二
十
七
号

字
落
合

五
四
一
番
二

二
十
八
号

字
八
重
洞

四
七
九
番

二
十
九
号

四
七
六
番
一

三
十
号
か
ら
三
十
二
号
ま
で

字
大
沼

四
五
八
番
二

三
十
三
号

四
五
八
番
一

三
十
四
号
及
び
三
十
五
号

四
三
七
番
二

三
十
六
号

四
五
〇
番
二

三
十
七
号

字
八
重
洞

四
九
二
番
一

三
十
八
号

四
九
一
番
一

三
十
九
号

四
七
八
番

四
十
号

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

監
査
委
員
告
示

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

岐
阜
県
知
事
等
関
係
機
関
か
ら
定
期
監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
通
知
に
係
る
事
項
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
監
査
委
員

田

中

勝

士

岐
阜
県
監
査
委
員

加

藤

大

博

岐
阜
県
監
査
委
員

鈴

土

靖

岐
阜
県
監
査
委
員

藤

良

寛

岐
阜
県
監
査
委
員

長

縄

直

子

( ) 令和２年１月31日 岐 阜 県 公 報 第 76 号51
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内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

令
和
２
年
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量

内
共

第
12号

内
共

第
11号

内
共

第
10号

内
共

第
９
号

内
共

第
８
号

内
共

第
７
号

内
共

第
６
号

内
共

第
５
号

内
共

第
４
号

内
共

第
３
号

漁業権番号

木
曽
川
長
良
川
下
流
､

海
津
市

揖
斐
川
上
流

揖
斐
川
久
瀬

揖
斐
川
中
部

根
尾
川
筋

牧
田
川

西
濃
水
産

養
老
郡
､
海
津
市

海
津
市

海
津
市

増
殖
方
法

魚
種

漁
業
協
同
組
合
名

800

180

1,400

4,175

220

800

あ
ゆ

種
苗

放
流

(㎏
)

200 70

170

390 70

あ
ま
ご
､

や
ま
め

90 80

160

銀
毛
型

あ
ま
ご

5 5 5 10

に
じ
ま
す

5 5 5

い
わ
な

171 30

1,210

872 57

322

ふ
な

58 20 5 30 10 95

121 37 56

う
な
ぎ

101

100 37 10 28

な
ま
ず

2,500

も
く
ず

か
に
(尾
)
あ
ゆ
卵

人
工
ふ
化

(
万
粒
)

わ
か
さ

ぎ
卵

1 3 3 4 5 3 6 3

う
ぐ
い
､

お
い
か
わ

産
卵
場
造
成
(箇
所
)

2 3

も
ろ
こ

あ
じ
め

ど
じ
ょ
う
か
じ
か
よ
し
の

ぼ
り

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
種

共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
令
和
二
年
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫

( ) 令和２年１月31日 岐 阜 県 公 報 第 76 号59



内
共

第
29号

内
共

第
28号

内
共

第
27号

内
共

第
26号

内
共

第
25号

内
共

第
24号

内
共

第
23号

内
共

第
22号

内
共

第
21号

内
共

第
20号

内
共

第
19号

内
共

第
18号

内
共

第
17号

内
共

第
16号

内
共

第
15号

内
共

第
14号

内
共

第
13号

益
田
川

益
田
川
､飛�

川
､

馬
瀬
川
下
流

飛�
川

恵
那

木
曽
川
中
流

日
本
ラ
イ
ン
､

木
曽
川
中
流

可
児

美
山

板
取
川
上
流

美
山

津
保
川

長
良
川
中
央

郡
上

長
良
川
中
央

長
良
川

長
良
川

長
良
川
､
西
濃
水
産

7,000

110

9,320

5,329

330 88

2,038

1,080

2,620

1,000

15,250

9,000

3,123

560

460

376 44 11

118

250 52 5

1,923

186

880

480

5 15 45 5

130 34 5

120 30 15 10

200 20 60 10

298

1,347

1,165

170

135 50 20 40 13 45 40 40 20

220 60 70

325 30

30

140 20

2,000

5,040

4,400

4,000

120

6 2 7 11 3 3 1 5 1 6 3 6 10 1 6 1

3 2 1 5

17 7 10 1 13 1 4 1 12 11

10 6 10 6

10 10 1 16 11

第 76 号 岐 阜 県 公 報 令和２年１月31日 ( )60



内
共

第
46号

内
共

第
45号

内
共

第
44号

内
共

第
43号

内
共

第
42号

内
共

第
41号

内
共

第
40号

内
共

第
39号

内
共

第
38号

内
共

第
37号

内
共

第
36号

内
共

第
35号

内
共

第
34号

内
共

第
33号

内
共

第
32号

内
共

第
31号

内
共

第
30号

庄
川

宮
川
下
流

宮
川
下
流

丹
生
川

丹
生
川

宮
川

高
原
川

高
原
川

宮
川

宮
川
下
流

岐
阜
県
矢
作
川

岐
阜
県
矢
作
川

土
岐
川

和
良
川

馬
瀬
川
上
流

馬
瀬
川
下
流

益
田
川
上
流

1,720 36

178

160

5,550

4,230

4,680

1,040

520

250

1,000

4,940

2,750

1,604

609

110 35 75

1,060

430

480

120 50 10 80

351

190

605

360 13 13 60 40

430

430 5 5

400 10 24

134 21 40 8 80 90

520 10 5 5 77

10 5 5 5

30 10 40 65

130 25 15 25 20 10 60 20

120

3 1 1 1 3 2 5 3 2 5 3 5 5 5

3 1 5 5 1 7 7 5 10

3 1 1 1 1 7 5 5 10

5 3
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合
計

内
共

第
47号

石
徹
白

92,581 60

9,150 60

1,690
1,620

1,716

102

5,787
2,160

466
13,940

4,000
240

144
16

122 1

66
56

公

示

〇
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
道
路

事
業
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
三
・
四
一
号

長
良
糸
貫
線

二

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

三

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
整
備
課

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

第 76 号 岐 阜 県 公 報 令和２年１月31日 ( )62

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社
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